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○

交
通
安
全
施
設
等
整
備
事
業
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
一
年
法
律
第
四
十
五
号
）
（
抄
）
（
第
百
十
四
条
関
係
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
特
定
交
通
安
全
施
設
等
整
備
事
業
の
実
施
）

（
特
定
交
通
安
全
施
設
等
整
備
事
業
の
実
施
計
画
）

第
四
条

都
道
府
県
公
安
委
員
会
及
び
道
路
管
理
者
は
、
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

第
四
条

都
道
府
県
公
安
委
員
会
及
び
道
路
管
理
者
は
、
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

指
定
さ
れ
た
道
路
に
つ
い
て
、
社
会
資
本
整
備
重
点
計
画
法
（
平
成
十
五
年
法
律
第

指
定
さ
れ
た
道
路
に
つ
い
て
、
社
会
資
本
整
備
重
点
計
画
法
（
平
成
十
五
年
法
律
第

二
十
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
社
会
資
本
整
備
重
点
計
画
（
以
下
「
重
点
計

二
十
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
社
会
資
本
整
備
重
点
計
画
（
以
下
「
重
点
計

画
」
と
い
う
。
）
に
即
し
て
、
特
定
交
通
安
全
施
設
等
整
備
事
業
を
実
施
し
な
け
れ

画
」
と
い
う
。
）
に
即
し
て
、
内
閣
府
令
・
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

ば
な
ら
な
い
。

り
、
協
議
に
よ
り
重
点
計
画
の
計
画
期
間
に
お
け
る
特
定
交
通
安
全
施
設
等
整
備
事

業
の
実
施
計
画
（
以
下
「
実
施
計
画
」
と
い
う
。
）
を
作
成
し
、
そ
れ
ぞ
れ
国
家
公

安
委
員
会
又
は
国
土
交
通
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

実
施
計
画
は
、
交
通
事
故
の
態
様
、
交
通
及
び
道
路
の
状
況
等
を
考
慮
し
て
、
効

果
的
に
交
通
事
故
を
防
止
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

前
二
項
の
規
定
は
、
実
施
計
画
の
変
更
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
特
定
交
通
安
全
施
設
等
整
備
事
業
の
実
施
計
画
）

（
特
定
交
通
安
全
施
設
等
整
備
事
業
の
実
施
）

第
五
条

前
条
の
場
合
に
お
い
て
、
都
道
府
県
公
安
委
員
会
及
び
道
路
管
理
者
は
、
内

第
五
条

都
道
府
県
公
安
委
員
会
及
び
道
路
管
理
者
は
、
実
施
計
画
に
従
い
、
特
定
交

閣
府
令
・
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
協
議
に
よ
り
重
点
計
画
の
計

通
安
全
施
設
等
整
備
事
業
を
実
施
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

画
期
間
に
お
け
る
特
定
交
通
安
全
施
設
等
整
備
事
業
の
実
施
計
画
（
以
下
「
実
施
計

画
」
と
い
う
。
）
を
作
成
し
、
そ
れ
ぞ
れ
国
家
公
安
委
員
会
又
は
国
土
交
通
大
臣
に

提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

実
施
計
画
は
、
交
通
事
故
の
態
様
、
交
通
及
び
道
路
の
状
況
等
を
考
慮
し
て
、
効
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果
的
に
交
通
事
故
を
防
止
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
定
め
る
も
の
と
す
る
。

３

前
二
項
の
規
定
は
、
実
施
計
画
の
変
更
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
費
用
の
負
担
又
は
補
助
の
特
例
）

（
費
用
の
負
担
又
は
補
助
の
特
例
）

第
六
条

（
略
）

第
六
条

（
略
）

２

道
路
管
理
者
が
指
定
区
間
外
の
一
般
国
道
に
つ
い
て
実
施
す
る
特
定
交
通
安
全
施

２

道
路
管
理
者
が
指
定
区
間
外
の
一
般
国
道
に
つ
い
て
実
施
す
る
特
定
交
通
安
全
施

設
等
整
備
事
業
の
う
ち
、
第
二
条
第
三
項
第
二
号
ロ
に
掲
げ
る
事
業
で
政
令
で
定
め

設
等
整
備
事
業
の
う
ち
、
第
二
条
第
三
項
第
二
号
ロ
に
掲
げ
る
事
業
で
政
令
で
定
め

る
も
の
（
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
提
出
さ
れ
た
実
施
計
画
に
係
る
も
の
に
限
る

る
も
の
に
要
す
る
費
用
に
つ
い
て
は
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
国
及
び
当

。
）
に
要
す
る
費
用
に
つ
い
て
は
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
国
及
び
当
該

該
道
路
の
道
路
管
理
者
で
あ
る
地
方
公
共
団
体
が
、
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
二
分
の
一
を
負

道
路
の
道
路
管
理
者
で
あ
る
地
方
公
共
団
体
が
、
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
二
分
の
一
を
負
担

担
す
る
も
の
と
す
る
。

す
る
も
の
と
す
る
。

３

国
は
、
道
路
管
理
者
が
都
道
府
県
道
及
び
市
町
村
道
に
つ
い
て
実
施
す
る
特
定
交

３

国
は
、
道
路
管
理
者
が
都
道
府
県
道
及
び
市
町
村
道
に
つ
い
て
実
施
す
る
特
定
交

通
安
全
施
設
等
整
備
事
業
の
う
ち
、
第
二
条
第
三
項
第
二
号
イ
に
掲
げ
る
事
業
及
び

通
安
全
施
設
等
整
備
事
業
の
う
ち
、
第
二
条
第
三
項
第
二
号
イ
に
掲
げ
る
事
業
及
び

同
号
ロ
に
掲
げ
る
事
業
で
政
令
で
定
め
る
も
の
（
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
提
出

同
号
ロ
に
掲
げ
る
事
業
で
政
令
で
定
め
る
も
の
に
要
す
る
費
用
に
つ
い
て
は
、
予
算

さ
れ
た
実
施
計
画
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
に
要
す
る
費
用
に
つ
い
て
は
、
予
算
の

の
範
囲
内
に
お
い
て
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
二
分
の
一
（
道
路
管

範
囲
内
に
お
い
て
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
二
分
の
一
（
道
路
管
理

理
者
が
政
令
で
定
め
る
通
学
路
に
該
当
す
る
市
町
村
道
に
つ
い
て
実
施
す
る
同
号
イ

者
が
政
令
で
定
め
る
通
学
路
に
該
当
す
る
市
町
村
道
に
つ
い
て
実
施
す
る
同
号
イ
に

に
掲
げ
る
事
業
に
要
す
る
費
用
に
つ
い
て
は
、
そ
の
十
分
の
五
・
五
）
を
そ
の
費
用

掲
げ
る
事
業
に
要
す
る
費
用
に
つ
い
て
は
、
そ
の
十
分
の
五
・
五
）
を
そ
の
費
用
を

を
負
担
す
る
地
方
公
共
団
体
に
対
し
て
補
助
す
る
。

負
担
す
る
地
方
公
共
団
体
に
対
し
て
補
助
す
る
。

４
・
５

（
略
）

４
・
５

（
略
）

（
権
限
の
委
任
）

（
権
限
の
委
任
）

第
八
条

第
五
条
第
一
項
（
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
規

第
八
条

第
四
条
第
一
項
（
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
規
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定
す
る
道
路
管
理
者
で
あ
る
国
土
交
通
大
臣
の
権
限
は
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に

定
す
る
道
路
管
理
者
で
あ
る
国
土
交
通
大
臣
の
権
限
は
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に

よ
り
、
地
方
整
備
局
長
又
は
北
海
道
開
発
局
長
に
委
任
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

よ
り
、
地
方
整
備
局
長
又
は
北
海
道
開
発
局
長
に
委
任
す
る
こ
と
が
で
き
る
。


